
予
防
接
種
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

新
旧
対
照
条
文

○

予
防
接
種
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
九
十
七
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

１
～
６

（
略
）

１
～
６

（
略
）

７

法
附
則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
法
第
九
条
第
一
項
の
規

７

法
附
則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
法
第
九
条
第
一
項
の
規

定
は
、
次
に
掲
げ
る
者
に
対
し
て
は
、
適
用
し
な
い
。

定
は
、
十
二
歳
未
満
の
者
に
対
し
て
は
、
適
用
し
な
い
。

一

十
二
歳
未
満
の
者

（
新
設
）

二

十
二
歳
以
上
六
十
歳
未
満
の
者
で
あ
っ
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

（
新
設
）

染
症
に
係
る
予
防
接
種
を
既
に
三
回
受
け
た
も
の

８

（
略
）

８

（
略
）


